
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年３月２９日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１広第１２５号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２３年２月２８日 １１時００分ごろ 

発生場所 
 

広島県呉市安浦
やすうら

漁港 

（概位 北緯３４°１７′ 東経１３２°４５′） 

事故等調査の経過  平成２３年７月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 引船 むづき丸、１９トン 

   ２３５－２９１２９広島、個人所有 

Ｂ 台船 （船名不詳）、不明 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に損傷 

Ｂ 不明 

岸壁 なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、船首約１.０ｍ、船尾約２.６ｍの喫

水で鉄板約３５０ｔを積載したＢ船をえい
．．

航してＡ船引船列を構成し、安

浦漁港内の岸壁に約４ノットの速力で手動操舵により接近中、西方からの

強風により圧流され、平成２３年２月２８日１１時００分ごろＡ船が岸壁

に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ５ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

あり 

 Ａ船引船列は安浦漁港内の岸壁に接近中、西方

からの風により圧流されたことから、Ａ船が岸壁

に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が安浦漁港内の岸壁に接近中、西方からの風によ

り圧流されたため、Ａ船が岸壁に衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・船長は、低速で航行中は引船列が風による影響を受けやすいことを考

慮して操船すること。 

 




